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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置へ設定データを送信する通信装置であって、
　前記情報処理装置と第１の通信方式を用いて無線通信するための情報を記憶する記憶手
段と、
　前記記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて確立される無線通信を使用して前記
設定データを送信するモードを設定する設定手段と、
　前記設定手段によって前記モードが設定されている場合は、前記記憶手段に記憶されて
いる前記情報に基づいて前記第１の通信方式を用いる無線通信を確立して、当該確立した
無線通信を使用して前記設定データを送信し、前記設定手段によって前記モードが設定さ
れていない場合は、前記情報処理装置と前記第１の通信方式を用いて無線通信するための
情報を前記情報処理装置から新たに取得し、当該新たに取得した情報に基づいて前記第１
の通信方式を用いる無線通信を確立して、当該確立した無線通信を使用して前記設定デー
タを前記情報処理装置へ送信するよう制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　撮像手段と、
　前記情報処理装置に表示されるバーコードを前記撮像手段により撮像して得られた画像
に基づいて、前記情報処理装置と前記第１の通信方式を用いて無線通信するための前記情
報を取得する取得手段と、を更に備え、
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　前記制御手段は、前記設定手段によって前記モードが設定されていない場合には、前記
取得手段により前記情報処理装置から前記情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記バーコードは２次元コードである
　ことを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第１の通信方式よりも通信速度が低速な第２の通信方式を用いる無線通信により、
前記情報処理装置から、前記第１の通信方式を用いて無線通信するための前記情報を取得
する取得手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記設定手段によって前記モードが設定されていない場合には、前記
取得手段により前記情報処理装置から前記情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記第１の通信方式は、無線ＬＡＮ方式であり、
　前記第２の通信方式は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
）方式、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）方式またはＢＬＥ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏ
ｗ　Ｅｎｅｒｇｙ）方式である
　ことを特徴とする請求項４に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記記憶手段に前記情報が記憶されていない場合は、前記設定手段に
より前記モードが設定されているか否かによらず、前記情報処理装置から前記情報を新た
に取得し、当該新たに取得した情報に基づいて前記第１の通信方式を用いる無線通信を確
立して、当該確立した無線通信を使用して前記設定データを前記情報処理装置へ送信する
ように制御する
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記設定データは、原稿をスキャンして得られた画像を外部に送信する送信機能で使用
する電子メールアドレスである
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記設定データには、更に、前記電子メールアドレスへの送信を行う際に使用するメー
ルの件名および本文の少なくともいずれかが設定可能である
　ことを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　情報処理装置へ設定データを送信する通信装置の制御方法であって、
　前記情報処理装置との間で第１の通信方式を用いて無線通信するための情報を記憶部に
記憶する記憶工程と、
　前記記憶部に記憶されている前記情報に基づいて確立される無線通信を使用して前記設
定データを送信するモードを設定する設定工程と、
　前記設定工程で前記モードが設定されている場合は、前記記憶部に記憶されている前記
情報に基づいて前記第１の通信方式を用いる無線通信を確立して、当該確立した無線通信
を使用して前記設定データを送信し、前記設定工程で前記モードが設定されていない場合
は、前記情報処理装置と前記第１の通信方式を用いて無線通信するための情報を前記情報
処理装置から新たに取得し、当該新たに取得した情報に基づいて前記第１の通信方式を用
いる無線通信を確立して、当該確立した無線通信を使用して前記設定データを前記情報処
理装置へ送信するよう制御する制御工程と、
　を含むことを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の通信装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプロ
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グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル端末等の通信装置及びその制御方法、情報処理装置、通信システム
、並びにプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン、タブレットＰＣ等のモバイル端末内のデータをオフィスにおけ
る業務に活用したいという需要が増えており、モバイル端末とＭＦＰ（多機能周辺装置）
とを連携させる機能が登場している。例えば、特許文献１には、近距離通信及び遠距離通
信に対応したＭＦＰ及びモバイル端末が、近距離通信を利用して遠距離通信を確立し、遠
距離通信で画像データの受け渡しを行う技術が開示されている。
【０００３】
　具体的には、モバイル端末は、ＭＦＰとの間に近距離通信（例えば、ＮＦＣ方式の無線
通信）をまず確立し、遠距離通信（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ（登録商標）方式
の無線通信）の確立に利用する接続情報を取得する。その後、モバイル端末は、取得した
接続情報を利用してＭＦＰとの間に遠距離通信を確立することで、近距離通信から遠距離
通信へのハンドオーバーを行う。このような技術によれば、ユーザは、モバイル端末をＭ
ＦＰ上の所定位置にかざすだけで、通信対象のＭＦＰを簡易に特定（選択）することが可
能であり、当該ＭＦＰとモバイル端末との間で遠距離通信によるデータのやり取りを実現
できる。これにより、例えば、モバイル端末が有している設定データ（例えば、送信設定
用のメールアドレスのデータ）をモバイル端末からＭＦＰへ提供することが可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－０５００１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の従来技術では、ＭＦＰとモバイル端末との間でデータのやり取りを行うごとに、
遠距離通信の確立に必要な接続情報を取得するために近距離通信を行う必要がある。例え
ばＭＦＰが１台しか存在しないオフィス環境では、ユーザは、そもそも通信対象のＭＦＰ
を選択する必要がないにもかかわらず、ＭＦＰの使用ごとに、モバイル端末をＭＦＰ上の
所定位置にかざす動作を要求されることになる。このような動作が頻繁に要求されると、
ユーザの利便性が低下する問題がある。
【０００６】
　また、上述のように近距離通信によって接続情報を取得する方法は、接続情報を含むＱ
Ｒコード（登録商標）をＭＦＰの表示部に表示させ、当該ＱＲコードをモバイル端末のカ
メラを用いて読み取ることで、ＭＦＰから接続情報を取得する方法で代替されうる。この
ような方法を使用する場合にも、ＭＦＰの表示部にモバイル端末をかざす動作が頻繁に要
求されると、ユーザの利便性が低下する問題がある。
【０００７】
　本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものである。本発明は、モバイル端末から情報
処理装置（ＭＦＰ）へ設定データを送信するための無線接続を、ユーザの利便性を低下さ
せることなく確立するための技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、例えば、通信装置として実現できる。本発明の一態様に係る通信装置は、情
報処理装置へ設定データを送信する通信装置であって、前記情報処理装置と第１の通信方
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式を用いて無線通信するための情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されてい
る前記情報に基づいて確立される無線通信を使用して前記設定データを送信するモードを
設定する設定手段と、前記設定手段によって前記モードが設定されている場合は、前記記
憶手段に記憶されている前記情報に基づいて前記第１の通信方式を用いる無線通信を確立
して、当該確立した無線通信を使用して前記設定データを送信し、前記設定手段によって
前記モードが設定されていない場合は、前記情報処理装置と前記第１の通信方式を用いて
無線通信するための情報を前記情報処理装置から新たに取得し、当該新たに取得した情報
に基づいて前記第１の通信方式を用いる無線通信を確立して、当該確立した無線通信を使
用して前記設定データを前記情報処理装置へ送信するよう制御する制御手段と、を備える
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、モバイル端末から情報処理装置へ設定データを送信するための無線接
続を、ユーザの利便性を低下させることなく確立することができる。これにより、より簡
易なユーザ操作で、モバイル端末が有している設定データを情報処理装置に提供すること
が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】通信システムの構成例を示す図。
【図２】ＭＦＰのハードウェア構成例を示すブロック図。
【図３】モバイル端末のハードウェア構成例を示すブロック図
【図４】モバイル端末において表示される操作画面の例を示す図。
【図５】モバイル端末において表示される操作画面の例を示す図。
【図６】モバイル端末において表示される操作画面の例を示す図。
【図７】ＭＦＰにおいて表示される操作画面の例を示す図。
【図８】ＭＦＰにおいて表示される操作画面の例を示す図。
【図９】モバイル端末において実行される、ＭＦＰへ設定データを送信する処理の手順を
示すフローチャート。
【図１０】ＭＦＰにおいて実行される、モバイル端末から設定データを受信して反映させ
る処理の手順を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。なお、以下の実施
形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施形態で説明されている
特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１２】
　＜通信システムの構成＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。図１に示す
通信システムには、少なくとも１台のモバイル端末１０１と、少なくとも１台のＭＦＰ（
（多機能周辺装置）１０２とが含まれる。通信システムにおいて、モバイル端末１０１は
、ＭＦＰ１０２及びアクセスポイント１０３と、それぞれ対応する通信媒体を通じて通信
できる。モバイル端末１０１は、スマートフォン、タブレットＰＣ等の携帯型の通信装置
である。ＭＦＰ１０２は、プリント機能、スキャン機能、送信機能等の多数の機能を備え
る装置であり、情報処理装置の一例である。なお、情報処理装置は、例えば、印刷装置、
プリンタ、複写機、ＭＦＰ及びファクシミリ装置のいずれであってもよい。
【００１３】
　本実施形態では、ＭＦＰ１０２は、有線ネットワーク１２０を介してアクセスポイント
１０３と接続されている。モバイル端末１０１は、無線ＬＡＮ（以下、「ＷＬＡＮ」とも
称する。）方式の無線通信によりアクセスポイント１０３と通信することが可能であり、
アクセスポイント１０３を介してＭＦＰ１０２と通信することが可能である。また、モバ
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イル端末１０１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（以下、「ＢＴ」とも称する。）方
式、ＮＦＣ（Near Field Communication）方式、またはＷＬＡＮ方式の無線通信によりＭ
ＦＰ１０２と直接通信することも可能である。モバイル端末１０１は、更に、ＢＴ規格の
拡張仕様であるＢＬＥ（Bluetooth Low Energy）規格にも対応しており、ＢＬＥ方式の無
線通信によりＭＦＰ１０２と直接通信することも可能である。なお、無線ＬＡＮ方式（Ｗ
ＬＡＮ方式）は、第１通信方式の一例であり、ＮＦＣ方式、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ方式、ま
たはＢＬＥ方式は、第１通信方式よりも通信速度が低速な第２通信方式の一例である。第
２通信方式は、近距離無線通信のために使用されうる。
【００１４】
　＜ＭＦＰの構成＞
　図２は、ＭＦＰ１０２のハードウェア構成例を示すブロック図である。ＭＦＰ１０２は
、ＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３、ＮＦＣリーダライタ２０４、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（ＢＴ）インタフェース（Ｉ／Ｆ）２０５、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）Ｉ／Ｆ２０
６、ネットワークＩ／Ｆ２０７、操作部コントローラ２０８、ディスクコントローラ２１
２、プリンタ２１４及びスキャナ２１５を備える。これらのデバイスは、システムバス２
１０と接続されている。ＭＦＰ１０２は、更に、操作部コントローラ２０８と接続された
操作パネル２０９、及びディスクコントローラ２１２と接続されたＨＤＤ２１３を備える
。
【００１５】
　ＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０２またはＨＤＤ２１３に格納されたプログラムを読み出し
て実行することで、システムバス２１０と接続された各デバイスを制御する。ＲＯＭ２０
２には、制御プログラムが格納されている。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１のメインメモ
リとして機能する揮発性の記憶デバイスである。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１が各種プ
ログラムを実行するためのワークエリアとして、または各種データが一時的に格納される
一時記憶領域として使用される。ＨＤＤ２１３は、画像データの一時記憶領域として使用
される場合がある。
【００１６】
　操作部コントローラ２０８及びディスクコントローラ２１２は、ＣＰＵ２０１による制
御下で、それぞれ操作パネル２０９及びＨＤＤ２１３を制御する。操作パネル２０９には
、各種ボタン、ディスプレイ等が設けられている。当該ディスプレイは、ユーザのタッチ
操作を検出可能なタッチパネル機能を有する。ネットワークＩ／Ｆ２０７は、有線ＬＡＮ
等の有線ネットワーク１２０とのインタフェースとして機能し、有線ネットワーク１２０
を介して、ネットワーク機器、ファイルサーバ等の外部装置との間でデータの送受信を行
う通信モジュールである。ＮＦＣリーダライタ２０４、ＢＴ Ｉ／Ｆ２０５及びＷＬＡＮ 
Ｉ／Ｆ２０６は、それぞれＮＦＣ通信、ＢＴ通信（ＢＬＥ通信を含む。）及びＷＬＡＮ通
信を行う無線通信モジュールである。
【００１７】
　プリンタ２１４は、電子写真方式、インクジェット方式等の所定の方式でシートに画像
を形成（印刷）する。スキャナ２１５は、原稿の画像を光学的に読み取って画像データを
生成する。スキャナ２１５は、オプションとして、ＡＤＦ（オートドキュメントフィーダ
）を備えていてもよい。
【００１８】
　ＭＦＰ１０２（ＷＬＡＮ Ｉ／Ｆ２０６）は、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ（登録商標）規
格にも対応している。ＭＦＰ１０２は、ＷＬＡＮ Ｉ／Ｆ２０６を用いて無線通信（ＷＬ
ＡＮ通信）を行う場合、インフラモードまたはソフトウェアＡＰモードで動作可能である
。インフラモードの場合、ＭＦＰ１０２は、アクセスポイント１０３等のアクセスポイン
トと無線接続を確立し、当該アクセスポイントを介して外部装置と通信する。ソフトウェ
アＡＰモードの場合、ＭＦＰ１０２は、ＭＦＰ１０２がアクセスポイントとして動作する
ことで、外部装置と直接無線接続を確立して通信する。
【００１９】
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　ＭＦＰ１０２は、ＮＦＣリーダライタ２０４を用いて、外部装置とＮＦＣ通信を行うこ
とが可能である。また、ＭＦＰ１０２は、ＢＴ Ｉ／Ｆ２０５を用いて、外部装置とＢＴ
通信（ＢＬＥ通信を含む。）を行うことが可能である。ＭＦＰ１０２は、このようなＷＬ
ＡＮ通信、ＮＦＣ通信、及びＢＴ通信以外に、ＱＲコード（登録商標）等の２次元コード
を使用して、モバイル端末１０１を含む外部装置にデータ（情報）を提供することが可能
である。具体的には、ＭＦＰ１０２は、操作パネルのディスプレイに、所定の情報を含む
ＱＲコードを表示し、モバイル端末１０１に当該ＱＲコードを読み取らせることで、モバ
イル端末１０１にデータを提供できる。
【００２０】
　＜モバイル端末の構成＞
　図３は、モバイル端末１０１のハードウェア構成例を示すブロック図である。モバイル
端末１０１は、ＣＰＵ３０１、ＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、ＨＤＤ３０４、操作パネル
３０５、カメラ３０６、ＮＦＣ Ｉ／Ｆ３０７、ＢＴ Ｉ／Ｆ３０８及びＷＬＡＮ Ｉ／Ｆ
３０９を備え、これらのデバイスは、システムバス３１０と接続されている。
【００２１】
　ＣＰＵ３０１は、ＲＯＭ３０２に格納された制御プログラムを読み出して実行すること
で、モバイル端末１０１の動作を制御する。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１のメインメモ
リとして機能する揮発性の記憶デバイスである。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１が各種プ
ログラムを実行するためのワークエリアとして、または各種データが一時的に格納される
一時記憶領域として使用される。ＨＤＤ３０４には、カメラ３０６によって被写体を撮像
して得られた画像データ、及び電子文書等の各種データが格納される。
【００２２】
　操作パネル３０５は、ユーザのタッチ操作を検出可能なタッチパネル機能を有し、ＯＳ
やＥメール送信アプリケーション等の、モバイル端末１０１上で動作する各種アプリケー
ションが提供する各種画面を表示する。ユーザは、操作パネル３０５に対してタッチ操作
を行うことで、モバイル端末１０１に対して操作指示を入力できる。モバイル端末１０１
はハードウェアキーを備え、ハードウェアキーを用いてユーザが操作指示を入力できるよ
うに構成されてもよい。
【００２３】
　カメラ３０６は、ユーザの撮像指示に従って被写体を撮像して画像データを生成する。
カメラ３０６によって生成された画像データは、ＨＤＤ３０４の所定の記憶領域に格納さ
れる。ＮＦＣ Ｉ／Ｆ３０７、ＢＴ Ｉ／Ｆ３０８及びＷＬＡＮ Ｉ／Ｆ３０９は、それぞ
れＮＦＣ通信、ＢＴ通信（ＢＬＥ通信を含む。）及びＷＬＡＮ通信を行う無線通信モジュ
ールである。モバイル端末１０１は、ＮＦＣ Ｉ／Ｆ３０７、ＢＴ Ｉ／Ｆ３０８またはＷ
ＬＡＮ Ｉ／Ｆ３０９を介して、ＭＦＰ１０２等の外部装置との間でデータの送受信を行
うことが可能である。
【００２４】
　＜モバイル端末の操作画面＞
　次に図４乃至図６を参照して、モバイル端末１０１において操作パネル３０５に表示さ
れる操作画面の例について説明する。図４乃至図６には、操作パネル３０５に表示される
操作画面の例として、モバイルアプリケーションによって提供される操作画面４００，４
１０，４２０，４３０，４４０が示されている。ここで、モバイルアプリケーションは、
特定のデバイス（ＭＦＰ）を通信先として決定し、通信先のＭＦＰに対して設定データを
送信するためのアプリケーションである。モバイルアプリケーションは、ＣＰＵ３０１が
ＲＯＭ３０２またはＨＤＤ３０４に格納されたアプリケーションプログラムを読み出して
実行することによって、モバイル端末１０１上で動作する。
【００２５】
　図４（Ａ）に示す操作画面４００は、モバイル端末１０１上で動作するモバイルアプリ
ケーションのメニュー画面である。ユーザは、操作画面４００を用いて、通信先のＭＦＰ
によって提供される機能のうちで利用したい機能を選択できる。操作画面４００内の機能
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選択ボタン４０１～４０４は、ユーザが利用する機能を選択して当該機能の利用開始を指
示するために用いられる。操作画面４００の表示欄４０５には、現在、モバイルアプリケ
ーションによる通信先（通信対象）として選択されているデバイス（ＭＦＰ）が表示され
ている（図４（Ａ）では「複合機Ｘ」）。
【００２６】
　操作画面４００内の設定ボタン４０７は、モバイルアプリケーションの設定を行うこと
を指示するために用いられる。設定ボタン４０７が押下されると、モバイルアプリケーシ
ョンは、操作パネル３０５の表示画面を、図４（Ｂ）に示す操作画面４１０に切り替える
。
【００２７】
　図４（Ｂ）に示す操作画面４１０は、モバイルアプリケーションの設定画面である。操
作画面４１０において戻るボタン４１１が押下された場合、モバイルアプリケーションは
、設定を保持し、操作パネル３０５の表示画面を操作画面４００に切り替える。操作画面
４１０においてボタン４１２が押下されると、モバイルアプリケーションは、当該モバイ
ルアプリケーションの設定項目リスト（図示せず）を表示する。モバイルアプリケーショ
ンの設定項目には、例えば、通信先のＭＦＰ用のユーザ認証情報の設定、及び図５（Ｂ）
に示す操作画面４３０を用いて設定可能な接続モードの設定が含まれる。操作画面４１０
においてボタン４１３が押下されると、モバイルアプリケーションは、操作パネル３０５
の表示画面を、図５（Ａ）に示す操作画面４２０に切り替える。
【００２８】
　図５（Ａ）に示す操作画面４２０は、モバイルアプリケーションによる通信先となるデ
バイス（ＭＦＰ）を選択するための画面である。操作画面４２０において戻るボタン４２
１が押下された場合、モバイルアプリケーションは、通信先となるＭＦＰの設定を保持し
、操作パネル３０５の表示画面を図４（Ｂ）に示す操作画面４１０に切り替える。操作画
面４２０において、ユーザは、選択ボタン４２２～４２４を用いて通信先のＭＦＰを選択
できる。モバイルアプリケーションは、選択ボタン４２２～４２４のうちでユーザによっ
て押下されたボタンに対応するＭＦＰを、通信先のＭＦＰとして設定する。
【００２９】
　また、操作画面４２０においてボタン４２５が押下されると、モバイルアプリケーショ
ンは、モバイル端末１０１と無線通信（例えば、ＢＬＥ通信）が可能な範囲内に存在する
ＭＦＰを探す。モバイルアプリケーションは、新たなＭＦＰが見つかると、見つかったＭ
ＦＰに対応する選択ボタンを操作画面４２０内に表示（即ち、追加）する。なお、モバイ
ルアプリケーションは、例えば各ＭＦＰが定期的に送信しているビーコン信号を受信する
ことによって、モバイル端末１０１と無線通信が可能な範囲内に存在するＭＦＰを検出す
ることができる。
【００３０】
　図５（Ｂ）に示す操作画面４３０は、通信先のＭＦＰにＷＬＡＮ方式で無線接続する際
の「接続モード」を設定するための操作画面である。操作画面４３０は、ユーザが操作画
面４１０においてボタン４１２を押下し、表示された設定項目リストから「接続モード設
定」を選択することによって、操作パネル３０５に表示される。操作画面４３０において
戻るボタン４３１が押下された場合、モバイルアプリケーションは、操作画面４３０にお
ける設定内容を保持し、操作パネル３０５の表示画面を、モバイルアプリケーションの設
定項目リストの表示画面に戻す。
【００３１】
　ここで、「接続モード」は、ＭＦＰにＷＬＡＮ方式で接続するための接続情報を取得す
る取得方式に対応している。本実施形態のモバイル端末１０１では、接続情報の取得方式
として、ＭＦＰにおいて表示される２次元コード（ＱＲコード）の読み取り、ＮＦＣ通信
、ＢＬＥ通信、及びＢＴ通信のうちのいずれかを利用可能である。操作画面４３０には、
それらの取得方式にそれぞれ対応する接続モードの設定ボタン４３２～４３５（「ＱＲコ
ード」、「ＮＦＣ」、「ＢＬＥ」及び「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ」）が含まれる。なお後述す
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るように、接続情報には、ＳＳＩＤ、暗号化キー（ＫＥＹ）等の、ＷＬＡＮ方式での無線
接続に必要となる情報が含まれる。
【００３２】
　設定ボタン４３２は、通信先のＭＦＰから接続情報を取得するために、ＭＦＰにおいて
表示される２次元コード（ＱＲコード）の読み取りを使用する接続モード（「ＱＲコード
」）を設定するために用いられる。同様に、設定ボタン４３３～４３５は、通信先のＭＦ
Ｐから接続情報を取得するために、ＮＦＣ通信、ＢＬＥ通信、及びＢＴ通信をそれぞれ使
用する接続モード（「ＮＦＣ」、「ＢＬＥ」及び「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ」）を設定するた
めに使用される。なお、ＮＦＣ通信、ＢＬＥ通信、及びＢＴ通信は、近距離無線通信の一
例である。
【００３３】
　設定ボタン４３２が押下された場合、接続モードとして「ＱＲコード」が設定される。
この場合、モバイル端末１０１は、通信先のＭＦＰの表示部（操作パネル）に表示される
、接続情報を含むＱＲコードをカメラ３０６によって撮像することで、当該撮像したＱＲ
コードに含まれる接続情報を取得する。また、設定ボタン４３３が押下された場合、接続
モードとして「ＮＦＣ」が設定される。この場合、モバイル端末１０１は、通信先のＭＦ
ＰにＮＦＣ方式で接続し、当該ＭＦＰからＮＦＣ通信で接続情報を取得する。
【００３４】
　操作画面４３０において設定ボタン４３２が押下（選択）されると、モバイルアプリケ
ーションは、「簡単モード」のＯＮ／ＯＦＦを設定するための設定ボタン４３６を更に表
示する。ここで、「簡単モード」は、選択された接続モードで通信先のＭＦＰに接続する
際に、ＭＦＰから接続情報を新たに取得することなく、モバイル端末１０１が保持してい
る接続情報を用いてＷＬＡＮ方式でＭＦＰに無線接続する動作モードである。本実施形態
の「簡単モード」では、接続情報をＭＦＰから新たに取得することなく、当該ＭＦＰとの
ＷＬＡＮ通信を確立することができ、即ち、モバイル端末１０１において保存している接
続情報に基づいて、ＭＦＰに対して設定データを送信することができる。
【００３５】
　簡単モードがＯＮに設定されている場合、モバイル端末１０１が通信先のＭＦＰに対応
する接続情報を既に保持していれば、モバイル端末１０１は、ＱＲコードの読み取りまた
は近距離無線通信によって接続情報を取得することなくＭＦＰに接続可能である。一方、
簡単モードがＯＮに設定されている場合であっても、モバイル端末１０１が通信先のＭＦ
Ｐに対応する接続情報を保持していなければ、モバイル端末１０１は、ＱＲコードの読み
取りまたは近距離無線通信によって接続情報の取得を行う。また、簡単モードがＯＦＦに
設定されている場合には、モバイル端末１０１は、通信先のＭＦＰに対応する接続情報を
既に保持しているか否かによらず、ＭＦＰへの接続時に、ＱＲコードの読み取りまたは近
距離無線通信によって接続情報の取得を行う。
【００３６】
　簡単モードは、操作画面４３０において選択可能な複数の接続モードのそれぞれに対し
て設定することが可能である。操作画面４３０において設定ボタン４３２以外の設定ボタ
ン４３３～４３５のそれぞれが押下（選択）された場合にも、モバイルアプリケーション
は、同様に、簡単モードのＯＮ／ＯＦＦを設定するための設定ボタンを更に表示してもよ
い。
【００３７】
　図６に示す操作画面４４０は、モバイル端末１０１において、通信先のＭＦＰによる電
子メール（Ｅメール）送信に関する送信設定を行うための設定画面である。操作画面４４
０は、操作画面４００において、ユーザが「スキャンしてメール送信」に対応する機能選
択ボタン４０１を押下することによって、操作パネル３０５に表示される。操作画面４４
０には、宛先アドレスフィールド４４１、件名フィールド４４２、本文フィールド４４３
、及びファイル名フィールド４４４が含まれている。各フィールドには、Ｅメール送信に
必要となる設定として、宛先アドレス、件名、本文、及び添付ファイルの名称をそれぞれ
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入力可能であり、ソフトウェアキーボードまたは音声認識等によって文字を入力可能であ
る。なお、宛先アドレスフィールド４４１には、モバイル端末１０１に保存されているア
ドレス帳の中からアドレスを選択して入力することが可能である。
【００３８】
　操作画面４４０において完了ボタン４４５が押下されると、モバイルアプリケーション
は、Ｅメール送信設定を完了し、通信先のＭＦＰに対する、設定内容を示す設定データの
送信を開始する。具体的には、モバイルアプリケーションは、現在設定されている接続モ
ードについて簡単モードが設定されている場合、新たに接続情報の取得を行うことなく、
既に保持している接続情報を用いて通信先のＭＦＰへ接続し、設定データを送信する。一
方、モバイルアプリケーションは、現在設定されている接続モードについて簡単モードが
設定されていない場合、当該接続モードに対応した取得方式で新たに接続情報の取得を行
う。例えば、接続モードが「ＱＲコード」である場合、モバイルアプリケーションは、通
信先のＭＦＰの表示部に表示される、接続情報を含むＱＲコードを読み取るためにカメラ
３０６を起動する。その後、取得した接続情報を用いて通信先のＭＦＰへ接続し、設定デ
ータを送信する。
【００３９】
　＜ＭＦＰの操作画面＞
　次に図７及び図８を参照して、ＭＦＰ１０２において操作パネル２０９に表示される操
作画面の例について説明する。図７及び図８には、ＭＦＰ１０２において送信機能（「ス
キャンして送信」）が使用される際に、送信機能に関する設定を行うための操作画面の例
を示している。ＭＦＰ１０２は、送信機能が使用される場合に、ＷＬＡＮ通信によってモ
バイル端末１０１から設定データを受信して、受信した設定データを送信設定に反映させ
ることができる。ＭＦＰ１０２は、モバイル端末１０１がＭＦＰ１０２へＷＬＡＮ方式で
接続するための接続情報を、モバイル端末１０１に対して提供する。例えば、ＭＦＰ１０
２は、ＮＦＣ通信による接続情報の読み取りを可能にすることで、接続モードが「ＮＦＣ
」に設定されたモバイル端末１０１が接続情報を取得できるようにする。あるいは、ＭＦ
Ｐ１０２は、接続情報を含むＱＲコードを操作パネル２０９に表示して、カメラによるＱ
Ｒコードの読み取りを可能にすることで、接続モードが「ＱＲコード」に設定されたモバ
イル端末１０１が接続情報を取得できるようにする。
【００４０】
　図７（Ａ）に示す操作画面７００は、ＭＦＰ１０２における送信機能（「スキャンして
送信」）に関する設定を行うための設定画面である。操作画面７００では、ファイルを生
成するためのスキャン処理に関する設定及びファイルの送信先（宛先）の設定を行うこと
が可能である。なお、操作画面７００では、ファイルの宛先が未設定の状態である。
【００４１】
　操作画面７００において、宛先リスト７０１には、ファイルの宛先として設定されたア
ドレスのリストが表示される。宛先アドレスは、例えば、Ｅメールアドレス、ＦＡＸ番号
またはＩＰアドレスで設定できる。設定ボタン群７０２は、スキャン処理に関する設定を
変更するために用いられる。ボタン７０３は、宛先リスト７０１において選択中の宛先に
ついての詳細情報を表示するために用いられる。ボタン７０４は、宛先リスト７０１にお
いて選択中の宛先を削除するために用いられる。ボタン７０５は、送信設定に関連する他
の設定を行うためのメニューの一覧を示す画面（図示せず）を表示するために用いられる
。
【００４２】
　ボタン７０６は、モバイル端末１０１から設定データを受信して、受信した設定データ
を送信設定に反映させることによって、モバイル端末１０１から宛先を指定するために用
いられる。操作画面７００においてボタン７０６が押下されると、ＣＰＵ２０１は、図７
（Ｂ）示す操作画面７１０を操作パネル２０９に表示する。
【００４３】
　操作画面７１０において、ユーザは、ＭＦＰ１０２に対してＷＬＡＮ通信の開始及び終
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了を指示できる。図７（Ｂ）は、ＷＬＡＮ通信の開始が指示された後の、操作画面７１０
の表示状態を示している。ＷＬＡＮ通信の開始が指示されると、ＭＦＰ１０２は、ＷＬＡ
Ｎ通信の待機状態となり、モバイル端末１０１からＷＬＡＮ方式での無線接続を受け付け
ることが可能となる。ユーザは、「終了」ボタン７１１を押下することで、ＭＦＰ１０２
に対してＷＬＡＮ通信の終了を指示できる。なお、ＷＬＡＮ通信の開始が指示される前は
、操作画面７１０には、「終了」ボタン７１１に代えて、ＷＬＡＮ通信の開始を指示する
ための「開始」ボタンが表示される。
【００４４】
　ＷＬＡＮ通信の開始が指示されると、ＭＦＰ１０２は、ＷＬＡＮ通信に必要な情報を操
作画面７１０上に表示して、ＷＬＡＮ通信の待機状態に移行する。操作画面７１０には、
ＷＬＡＮ通信に必要な情報の一例として、ＳＳＩＤ及びＫＥＹ（接続情報）と、接続情報
を含む２次元コード（ＱＲコード７１２）とが表示されている。
【００４５】
　ＷＬＡＮ通信の待機状態では、ＭＦＰ１０２は、モバイル端末１０１を含む外部装置に
対して、ＷＬＡＮ通信用の接続情報を提供可能な状態となる。具体的には、ＭＦＰ１０２
は、例えば、ＮＦＣリーダライタ２０４内の記憶領域に接続情報を保持した状態でＮＦＣ
リーダライタ２０４をカードエミュレーションモードに設定する。これにより、モバイル
端末１０１が、ＮＦＣ通信によってＮＦＣリーダライタ２０４から接続情報を読み取るこ
とが可能になる。この場合、モバイル端末１０１は、ＮＦＣ通信によって取得した接続情
報を用いてＭＦＰ１０２とのＷＬＡＮ通信を確立することで、ＮＦＣ通信からＷＬＡＮ通
信にハンドオーバーを行う。
【００４６】
　また、ＷＬＡＮ通信の待機状態では、ＭＦＰ１０２は、接続情報を含むＱＲコード７１
２を操作画面７１０上に表示する。これにより、モバイル端末１０１が、カメラ３０６に
よってＱＲコード７１２を撮像してＱＲコード７１２を読み取ることで、ＱＲコード７１
２から接続情報を取得することが可能になる。ＱＲコード７１２には、モバイル端末１０
１がＷＬＡＮ通信を行うために必要な接続情報が含まれている。接続情報には、ＳＳＩＤ
及びＫＥＹとＭＦＰ１０２のＩＰアドレスとが少なくとも含まれる。ＳＳＩＤ及びＫＥＹ
は、ＭＦＰ１０２への無線接続に用いられる。ＭＦＰ１０２のＩＰアドレスは、ＭＦＰ１
０２とのペアリング等に用いられる。なお、ＷＬＡＮ通信の待機状態では、ＭＦＰ１０２
は、ＢＴ通信（ＢＬＥ通信）が可能な状態に移行して、モバイル端末１０１に対してＢＴ
通信（ＢＬＥ通信）によって接続情報を提供してもよい。
【００４７】
　ＷＬＡＮ通信の終了が指示されると、ＭＦＰ１０２は、ＷＬＡＮ通信の待機状態を解除
するとともに、モバイル端末１０１との間で確立されている無線接続を切断することによ
ってモバイル端末１０１とのＷＬＡＮ通信を終了する。その際、ＭＦＰ１０２は、操作画
面７１０において、ＷＬＡＮ通信に必要な情報を非表示にしてもよい。
【００４８】
　なお上述のように、操作画面７１０は、モバイル端末１０１に接続情報を提供してモバ
イル端末１０１からＷＬＡＮ方式での無線接続を受け付けるために表示される。このため
、モバイル端末１０１において簡単モードが設定されており、かつ、モバイル端末１０１
が既に接続情報を保持している場合には、ユーザは、操作画面７００でボタン７０６を押
下して操作画面７１０を操作パネル２０９に表示させる必要はない。その場合、モバイル
端末１０１は、既に保持している接続情報を用いてＭＦＰ１０２との無線接続を確立でき
る。
【００４９】
　次に、図８（Ａ）に示す操作画面７２０は、モバイル端末１０１からＷＬＡＮ通信で設
定データを受信した場合に表示される画面である。ＭＦＰ１０２は、ＷＬＡＮ通信でモバ
イル端末１０１から設定データを受信すると、受信した設定データを操作画面７２０内の
宛先リスト７２１に反映させる。即ち、ＭＦＰ１０２は、受信した設定データに含まれる
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宛先を宛先リスト７２１に追加する。なお、宛先リスト７２１には、宛先アドレスが表示
される一方で、宛先アドレス以外の情報（件名、本文、ファイル名等）は表示されなくて
もよい。また、ボタン７２５を押下することで、宛先リスト７２１に含まれる宛先につい
ての設定を変更可能であってもよい。
【００５０】
　また、ＭＦＰ１０２は、モバイル端末１０１からＷＬＡＮ通信で設定データを受信した
際に、モバイル端末１０１から設定データを受信したことをユーザに通知するために、操
作画面７２０上に、図８（Ｂ）に示すようなポップアップ７３０を表示する。なお、ＯＫ
ボタン７３１が押下されると、ポップアップ７３０は消去される。このようなユーザへの
通知によって、誤った宛先に対するＥメールの誤送信を防止することが可能になる。
【００５１】
　例えば、ユーザＡがＭＦＰ１０２からＥメール送信を行おうとした際に、ＭＦＰ１０２
から離れたユーザＢが、モバイル端末１０１から簡単モードで設定データをＭＦＰ１０２
へ送信した場合を想定する。この場合、ＭＦＰ１０２では、モバイル端末１０１から受信
した設定データがＥメールの送信設定に反映される。その後、モバイル端末１０１から送
信された設定データが送信設定に反映されたことにユーザＡが気付かずにＥメール送信の
実行を指示すると、ユーザＡが意図していない宛先にＥメールが送信される結果となる。
しかし、上述のようにユーザへの通知を行うことで、ユーザＡは、モバイル端末１０１か
ら送信された設定データが送信設定に反映されたことに確実に気付くことになるため、誤
った宛先に対するＥメールの誤送信を防止できる。
【００５２】
　＜モバイル端末における処理手順＞
　モバイル端末１０１では、通信先のデバイスとして設定されたＭＦＰから、ＷＬＡＮ方
式で当該ＭＦＰに無線接続するための接続情報が取得されると、取得された接続情報が、
当該ＭＦＰと対応付けてＨＤＤ３０４に格納される。これにより、モバイル端末１０１は
、ＭＦＰへの設定データの送信が完了し、当該ＭＦＰとの間の無線接続を切断した後も、
接続情報を保持し続ける。
【００５３】
　モバイルアプリケーション（ＣＰＵ３０１）は、図４乃至図６を参照して説明したよう
に、ユーザの指示に従って、モバイル端末１０１が有する設定データの送信先となるＭＦ
Ｐを決定する。送信先として決定された特定のＭＦＰ（以下では、ＭＦＰ１０２とする。
）対して送信データを送信するために、ＣＰＵ３０１は、ＭＦＰ１０２に対応する接続情
報を用いて、ＷＬＡＮ方式でＭＦＰ１０２に無線接続する。その際、ＣＰＵ３０１は、Ｍ
ＦＰ１０２に対応する接続情報がＨＤＤ３０４に格納されていない場合には、ＭＦＰ１０
２から接続情報を取得して使用する。一方、ＣＰＵ３０１は、ＭＦＰ１０２に対応する接
続情報がＨＤＤ３０４に格納されている場合には、ＭＦＰ１０２から接続情報を取得せず
に、ＨＤＤ３０４に格納されている接続情報を使用する。このようにしてＭＦＰ１０２と
の間で無線接続が確立されると、ＣＰＵ３０１は、ＭＦＰ１０２へＷＬＡＮ通信で設定デ
ータを送信する。
【００５４】
　このように本実施形態では、モバイル端末１０１は、設定データの送信先となるＭＦＰ
１０２に対応する接続情報を既に保持している場合、ＭＦＰ１０２から新たに接続情報を
取得することなく、ＭＦＰ１０２にＷＬＡＮ方式で無線接続する。このため、ユーザは、
ＭＦＰ１０２から接続情報を取得するために、モバイル端末１０１をＭＦＰ１０２上の所
定位置（例えば、ＮＦＣリーダライタ２０４の位置、またはＱＲコードが表示される操作
パネル２０９の位置）にかざす動作を行う必要がない。したがって、モバイル端末１０１
からＭＦＰ１０２へ設定データを送信するための無線接続を、ユーザの利便性を低下させ
ることなく確立することができる。その結果、より簡易なユーザ操作で、モバイル端末１
０１が有している設定データをＭＰＦ１０２に提供することが可能になる。
【００５５】
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　また、上述のように、本実施形態のモバイル端末１０１では、接続情報を新たに取得せ
ずに通信先のＭＦＰに無線接続する「簡単モード」を設定可能であってもよく、「簡単モ
ード」の設定に従ってＭＦＰからの接続情報の取得を制御してもよい。以下では、図９を
参照して、そのような「簡単モード」の設定に従ってＭＦＰからの接続情報の取得を制御
する例について説明する。
【００５６】
　図９は、モバイル端末１０１において実行される、ＭＦＰ１０２へ設定データを送信す
る処理の手順を示すフローチャートである。図９に示す各ステップの処理は、モバイルア
プリケーションによって実現され、即ち、ＣＰＵ３０１が、ＲＯＭ３０２またはＨＤＤ３
０４に格納されたアプリケーションプログラムを読み出して実行することで、モバイル端
末１０１において実現される。なお、図９に示す手順では、一例として、モバイル端末１
０１の接続モードが「ＱＲコード」に設定された場合を示している。また、ＭＦＰ１０２
が、インフラモードではなくソフトウェアＡＰモードでＷＬＡＮ通信を行う場合を示して
いる。
【００５７】
　Ｓ１０１で、モバイルアプリケーション（ＣＰＵ３０１）は、ユーザによる操作画面４
４０（図６）を用いた送信設定が完了したか否かを判定する。ＣＰＵ３０１は、操作画面
４４０において完了ボタン４４５が押下されるまでの間、Ｓ１０１の判定を繰り返し、完
了ボタン４４５が押下されると送信設定が完了したと判定し、処理をＳ１０２へ進める。
【００５８】
　Ｓ１０２で、ＣＰＵ３０１は、操作画面４２０（図５（Ａ））を用いて通信先のデバイ
スとして設定されたＭＦＰ（以下では、ＭＦＰ１０２とする。）に対応する接続情報を保
持しているか否かを判定する。即ち、ＣＰＵ３０１は、ＭＦＰ１０２に対応する接続情報
がＨＤＤ３０４に格納されているか否かを判定する。ＣＰＵ３０１は、ＭＦＰ１０２に対
応する接続情報を保持していない場合には処理をＳ１０３へ進め、保持している場合には
処理をＳ１０９へ進める。なお上述のように、接続情報には、ＭＦＰ１０２にＷＬＡＮ方
式で無線接続するためのＳＳＩＤ及びＫＥＹと、ＭＦＰ１０２のＩＰアドレスとが少なく
とも含まれる。
【００５９】
　Ｓ１０３で、ＣＰＵ３０１は、接続モードが「ＱＲコード」に設定されていることに従
って、ＭＦＰ１０２の操作パネル２０９に表示される、接続情報を含むＱＲコードを読み
取るために、カメラ３０６を起動する。なお、例えばモバイル端末１０１の接続モードが
「ＮＦＣ」に設定されている場合には、ＣＰＵ３０１は、カメラ３０６の起動ではなく、
操作パネル３０５に、ＮＦＣ通信を開始するための操作をユーザに促す画面の表示を行う
。このような画面には、例えば、ＭＦＰ１０２のＮＦＣリーダライタ２０４へモバイル端
末１０１を近づける（接触させる）ことをユーザに促す情報が示される。
【００６０】
　次にＳ１０４で、ＣＰＵ３０１は、ＭＦＰ１０２の操作パネル２０９に表示される操作
画面７１０内のＱＲコード７１２をカメラ３０６によって読み取ることによって、読み取
ったＱＲコードに含まれる接続情報を取得する。これは、ユーザが、ＭＦＰ１０２の操作
パネル２０９に操作画面７１０を表示させた状態で、モバイル端末１０１をＭＦＰ１０２
の操作パネル２０９に近づけてＱＲコード７１２をカメラ３０６で撮像させることによっ
て実現される。このように、ユーザは、予めＭＦＰ１０２を操作して、操作画面７１０を
操作パネル２０９に表示させておく必要がある。接続情報の取得が完了すると、ＣＰＵ３
０１は、Ｓ１０４からＳ１０５へ処理を進める。
【００６１】
　一方、Ｓ１０２からＳ１０９へ処理を進めた場合、ＣＰＵ３０１は、現在の接続モード
（「ＱＲコード」）に対して簡単モードが設定されているか否かを判定する。ＣＰＵ３０
１は、簡単モードが設定されていないと判定した場合には処理をＳ１０３へ進め、上述の
ように接続情報の取得（Ｓ１０３及びＳ１０４）を行う。一方、ＣＰＵ３０１は、簡単モ
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ードが設定されていると判定した場合には、接続情報の取得（Ｓ１０３及びＳ１０４）を
行うことなく、処理をＳ１０５へ進める。
【００６２】
　Ｓ１０４からＳ１０５へ処理を進めた場合、ＣＰＵ３０１は、Ｓ１０４で取得した接続
情報（ＳＳＩＤ及びＫＥＹ）を用いて、ＷＬＡＮ方式でＭＦＰ１０２に無線接続する。一
方、Ｓ１０９からＳ１０５へ処理を進めた場合、ＣＰＵ３０１は、既に保持している（Ｈ
ＤＤ３０４に格納されている）接続情報（ＳＳＩＤ及びＫＥＹ）を用いて、ＷＬＡＮ方式
でＭＦＰ１０２に無線接続する。これにより、モバイル端末１０１とＭＦＰ１０２との間
にＷＬＡＮ通信が確立され、モバイル端末１０１は、接続情報に含まれる、ＭＦＰ１０２
のＩＰアドレスを用いて、ＭＦＰ１０２と通信を行うことが可能になる。なお、接続モー
ドが「ＮＦＣ」に設定されている場合には、Ｓ１０５では、ＮＦＣ通信からＷＬＡＮ通信
へのハンドオーバーが行われることになる。
【００６３】
　次にＳ１０６で、ＣＰＵ３０１は、ＭＦＰ１０２用のユーザ認証情報と、操作画面４４
０における設定内容を示す設定データとを、確立したＷＬＡＮ通信によってＭＦＰ１０２
へ設定データを送信する。ここで、設定データは、少なくともＭＦＰ１０２の送信機能に
おけるデータの送信先（宛先アドレス）の設定を示すデータである。なお、モバイル端末
１０１とＭＦＰ１０２との間で確立されている無線接続は、上述のようにＭＦＰ１０２の
操作画面７１０の「終了」ボタン７１１をユーザが押下した場合にＭＦＰ１０２によって
切断される。
【００６４】
　Ｓ１０６における設定データの送信が完了すると、次にＳ１０７で、ＣＰＵ３０１は、
Ｓ１０５で使用した、ＭＦＰ１０２に対応する接続情報が既に保存されているか（ＨＤＤ
３０４に格納されているか）否かを判定する。ＣＰＵ３０１は、接続情報が既に保存され
ていると判定した場合には処理を終了し、保存されていないと判定した場合には処理をＳ
１０８へ進める。Ｓ１０８で、ＣＰＵ３０１は、Ｓ１０５で使用した、ＭＦＰ１０２に対
応する接続情報をＨＤＤ３０４に保存し、処理を終了する。
【００６５】
　＜ＭＦＰにおける処理手順＞
　図１０は、ＭＦＰ１０２において実行される、モバイル端末１０１から設定データを受
信して反映させる処理の手順を示すフローチャートである。図１０に示す各ステップの処
理は、ＣＰＵ２０１が、ＲＯＭ２０２またはＨＤＤ２１３に格納されている制御プログラ
ムを読み出して実行することで、ＭＦＰ１０２において実現される。なお、図１０に示す
手順は、ＭＦＰ１０２において送信機能が使用される（即ち、送信ジョブが実行される）
際に実行される。
【００６６】
　ＣＰＵ２０１は、ＷＬＡＮ Ｉ／Ｆ２０６を用いて、ＷＬＡＮ方式でモバイル端末１０
１と無線接続が確立されると、ＷＬＡＮ通信によってモバイル端末１０１から設定データ
を受信する。Ｓ２０１は、ＣＰＵ２０１は、モバイル端末１０１から、ＷＬＡＮ通信によ
ってデータを受信したか否かを判定し、データを受信すると処理をＳ２０２へ進める。
【００６７】
　Ｓ２０２で、ＣＰＵ２０１は、受信したデータに含まれるユーザ認証情報と、ＭＦＰ１
０２に保存されているユーザ認証情報とが一致するか否かを判定し、一致しない場合には
Ｓ２０７へ、一致した場合にはＳ２０３へ処理を進める。なお、ＭＦＰ１０２においてユ
ーザ認証情報を管理していない場合には、ユーザ認証情報が一致したものとみなして処理
をＳ２０３へ進めてもよい。
【００６８】
　このように、ＣＰＵ２０１は、受信したユーザ認証情報を用いたユーザ認証に成功する
と、設定データを送信設定に反映させる処理（Ｓ２０４）を行う。Ｓ２０２の処理の結果
、誤った宛先に対するデータの誤送信を防止することが可能になる。例えば、ユーザＡが
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ＭＦＰ１０２からデータの送信を行おうとした際に、ＭＦＰ１０２から離れたユーザＢが
、モバイル端末から簡単モードで設定データをＭＦＰ１０２へ送信した場合、ユーザ認証
情報が一致することがない。したがって、したがって、ユーザＢのモバイル端末から受信
した設定データが送信設定に反映されることがなく、ユーザＡの意図していない宛先へデ
ータが送信されることはない。
【００６９】
　次にＳ２０３で、ＣＰＵ２０１は、モバイル端末１０１からのＷＬＡＮ通信によるデー
タ受信が、初回の受信であるか否かを判定する。具体的には、ＣＰＵ２０１は、データ受
信を行ったＷＬＡＮ通信の通信セッションについてのセッションＩＤをＲＯＭ２０２に保
存しておく。これにより、ＣＰＵ２０１は、設定データの受信時に、対応するセッション
ＩＤがＲＯＭ２０２に既に保存されているかを確認することによって、Ｓ２０３の判定を
行う。なお、ＲＯＭ２０２に保存したセッションＩＤは、送信ジョブの完了時に消去され
る。Ｓ２０３で、ＣＰＵ２０１は、モバイル端末１０１からのデータ受信が初回の受信で
ある場合には処理をＳ２０４へ進め、初回の受信ではない場合には処理をＳ３０６へ進め
る。
【００７０】
　Ｓ２０３の処理の結果、上述の例では、仮にユーザＢがモバイル端末から設定データを
送信する前に、ユーザＡが別のモバイル端末から設定データを送信していた場合には、ユ
ーザＢのモバイル端末からのデータ受信は初回の受信ではなくなる。このため、ユーザＡ
が別のモバイル端末とＭＦＰ１０２とを連携させて送信機能を利用している間に、他のユ
ーザＢによって、送信機能の利用が妨害される（即ち、ユーザＢのモバイル端末から送信
設定を変更される）ことを防止できる。なお、ユーザＡが別のモバイル端末とＭＦＰ１０
２とを連携させていない場合、ユーザＢのモバイル端末からのデータ受信は初回の受信と
なる。しかし、後述するＳ２０５における通知によって、ユーザＢのモバイル端末から送
信された設定データが送信設定に反映されたことに確実に気付くことができる。このよう
に、Ｓ２０３の処理によれば、主にオフィス内に配置されたＭＦＰ１０２においてユーザ
認証情報の管理が行われていない場合にも、誤った宛先に対する送信を防止することが可
能になる。
【００７１】
　Ｓ２０４で、ＣＰＵ２０１は、受信したデータに含まれる設定データを、図８（Ａ）を
参照して説明したように、ＭＦＰ１０２における送信設定に反映させる。更に、Ｓ２０５
で、ＣＰＵ２０１は、図８（Ｂ）に示すようなポップアップ７３０を表示することで、受
信された設定データを送信設定に対して反映させたことをユーザに通知する。その後、Ｃ
ＰＵ２０１は処理を終了する。
【００７２】
　一方、Ｓ２０６で、ＣＰＵ２０１は、今回のデータ受信が、初回のデータ受信と同一の
通信セッションでの受信である否かを判定する。今回のデータ受信におけるＷＬＡＮ通信
についてのセッションＩＤが、ＲＯＭ２０２に保存されているセッションＩＤと同一であ
る場合、ＣＰＵ２０１は、今回のデータ受信が初回のデータ受信と同一の通信セッション
での受信であると判定する。この場合、ＣＰＵ２０１は、処理をＳ２０４へ進め、受信し
た設定データを送信設定に反映させる。それ以外の場合には、ＣＰＵ２０１は、処理をＳ
２０７へ進める。
【００７３】
　このように、ＣＰＵ２０１は、設定データを受信するための（今回のデータ受信におけ
る）通信セッションと異なる通信セッションが確立されている状態で、設定データを受信
すると、受信した設定データを送信設定に対して反映させないようにする。一方、設定デ
ータを受信するための（今回のデータ受信における）通信セッションと同一の通信セッシ
ョンが確立されている状態で、設定データを受信すると、受信した設定データを送信設定
に対して反映させる。即ち、ＣＰＵ２０１は、設定データの受信後に、当該設定データを
受信するための通信セッションと同一の通信セッションで追加のデータが受信されると、
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当該追加の設定データを送信設定に対して反映させる。これにより、ＭＦＰ１０２は、上
述の例において、ユーザＡのモバイル端末からＭＦＰ１０２へ設定データが送信された後
に、当該モバイル端末から追加の設定データが送信されるような状況に対処できる。
【００７４】
　Ｓ２０２またはＳ２０６からＳ２０７へ処理を進めた場合、ＣＰＵ２０１は、エラー処
理を行う。例えば、Ｓ２０２においてユーザ認証情報が一致しなかった場合には、ＣＰＵ
２０１は、設定データの送信元のモバイル端末１０１に対して、ユーザ認証情報の不一致
に起因して送信設定への設定データの反映に失敗したことを通知する。また、Ｓ２０６に
おいてセッションＩＤが一致しなかった場合には、ＣＰＵ２０１は、設定データの送信元
のモバイル端末１０１に対して、他のユーザが既に送信機能を利用中であることに起因し
て送信設定への設定データの反映に失敗したことを通知する。
【００７５】
　以上説明したように、本実施形態では、モバイル端末１０１は、設定データの送信先と
なるＭＦＰ１０２に対応する接続情報を既に保持している場合、ＭＦＰ１０２から新たに
接続情報を取得することなく、ＭＦＰ１０２にＷＬＡＮ方式で無線接続する。本実施形態
によれば、モバイル端末１０１からＭＦＰ１０２へ設定データを送信するための無線接続
を、ユーザの利便性を低下させることなく確立し、モバイル端末１０１からＭＦＰ１０２
へ設定データを提供できる。
【００７６】
　［その他の実施形態］
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００７７】
１０１：モバイル端末、１０２：ＭＦＰ、１０３：アクセスポイント、２０１，３０１：
ＣＰＵ、２０９，３０５：操作パネル、２０６，３０９：ＷＬＡＮ Ｉ／Ｆ、２０４：Ｎ
ＦＣリーダライタ、３０７：ＮＦＣ Ｉ／Ｆ、２０５，３０８：ＢＴ Ｉ／Ｆ、２０７：ネ
ットワークＩ／Ｆ、３０６：カメラ
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